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担当課・問い合わせ先

必要なもの

□介護保険被保険者証

□各種手帳
□マイナンバー

□自立支援医療受給者証
□マイナンバー

□障害福祉サービス受給者証
□障害児通所受給者証

ＭＥＭＯ

問い合わせ　市民保険課☎0185-89-2133 

手　続　き　・　内　容　等
該当

✔
済

✔

福祉課⑲～⑳番で手続きをしてください。

障害福祉サービス受給者証・障害児通所受給者証をお持
ちの方

福祉課　ふれあい福祉係（本庁１階）

☎0185-89-2153

福祉課⑲～⑳番で手続きをしてください。

介護保険被保険者証をお持ちの方
長寿いきがい課　介護保険係（本庁１階）

☎0185-89-2157

総合窓口⑩～⑫番で手続きをしてください。
（被保険者証は郵送します。）

身障手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の方

福祉課　ふれあい福祉係（本庁１階）

☎0185-89-2153

福祉課　ふれあい福祉係（本庁１階）
☎0185-89-2153

福祉課⑲～⑳番でご確認ください。

特別児童扶養手当を受給されている方

自立支援医療受給者証（更生医療・育成医療・精神通院）
をお持ちの方

福祉課　ふれあい福祉係（本庁１階）

☎0185-89-2153

福祉課⑲～⑳番で手続きをしてください。

氏名の振り仮名を変更された方へ

白神ねぎのん ©能代市



マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書をお持ちの方は、
後日新しい資格確認書が郵送されます。

年金を受給されている方

全国健康保険協会の保険に加入されている方

その他公的機関に関する手続きのご案内

後日「氏名変更のお知らせ」及び「年金証書引換届」が送付されます。
・「氏名変更のお知らせ」に記載されている、次回の年金支給日の前までに、受取口座の名義変更の手続きをし
てください。
・受取口座の名義変更後、「年金証書引換届」を年金事務所へ提出することで新たな年金証書が交付されます。
・受取口座をマイナンバーカードの公金受取口座として登録している場合は、

※次の場合は上記のお知らせの郵送は無く、手続きも不用です。
　・拗音、促音 ⇔ 大文字　【例】「ゃ」⇔「や」
　・旧字 ⇔ 現代かなの変更【例】「ゐ」⇔「い」
　・ハイフン「-」、長ハイフン「－」、短ハイフン「-」を「ー」（長音）に変更

マイナンバーカード公金受取口座

上記の年金受取口座をマイナンバーカードの公金受取口座として登録している場合は、
公金受取口座の変更も必要です。

戸籍制度マスコットキャラクター

コセキツネ

変更手続きはこちらから⇒

市民保険課窓口サービス係

の窓口でもお手続きできます。


